
















別紙 l 職員の職種・員数及び職種内容

(1) 統括園長： 1名

統括園長は法人が運営する各施設の職員及び園児を全体的に把握し統括して管埋するとともに、

関係機関との連携を図り施設の安定的な運営をつかさどる。

(2) 澗園長：1名

副園長は、 統括園長及び園長の補佐として職員及び業務の管理を行い、 園児を全体に把握し、 園

務をつかさどる。

(3) じ幹保育教諭：2名

主幹保育教諭は、 園児及び地域の就学前のfどもの保護者等に対する子育て支援活動等を行うと

ともに、 園長を助け、 その命を受けて園務の一部を整理し、 並びに園児の教育及び保育をつかさ

どる。

(4) 保育教諭： 13 名以上

l呆育教諭は、 園児の教育及び保育について、 その計画の立案、 実施、 記録及び家庭連絡等の業務

をつかさどる。

(5) （呆育士：若干名

保育士は、 園児の教育及び保育について、 その計画の立案、 実施、 記録及び家庭連絡等の業務を

つかさどる。

(6) 看護士：1名

看護師は、 施設内園児の健康管理と園全般の衛生管理を行う。

(7) 栄養士：1名（委託）

栄養士は、～fどもの発達段階に応じた離乳食、 乳幼児食、 幼児食に係る献立を作成するととも

に、 当園全般の食育を行う。

(8) 調理師：4名

調理師は、 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(9) 調理員：若干名

調理員は、 栄養士が立てた献立に基づき安全に調理を行う。

(1 0) 事務員： 2名

事務員は、 園運営の事務等の役割を行う。

(1 1) 運転手兼用務員： 1名

幼児の送迎バスの運転を行い、 送迎以外の時間に園の諸用務に従事する。

(1 2) 学校医：1名（嘱託）

学校医は、 園児の心身の健康管理を行うとともに、 定期内科検診、 職員及び保護者への相談及び

指導を行う。

(I 3) 学校歯科医： 1 名（嘱託）

学校歯科医は、 園児の心身の健康管理を行うとともに、 定期歯科検診、 職員及び保護者への相談

及び指導を行う。

(1 4) 学校薬剤師：1名（嘱託）

学校薬剤師は、 園の環境衛生の維持改善に関する指導助互、 職員及び保護者への相談及び指導を

f]•つ。




